






要約：厚生省が家庭での子育てを支援するため、各県の中央児童相談所をキーステーショ

ンとして家庭支援電話相談事業(子ども家庭 110 番)を実施することになり、当県でも同事

業を行うこととして、電話相談サービスシステム研究会を設置し検討を重ねて、平成 2年

度から実施に踏み切ったところである。その経過及び電話相談の内容については、前 2回

にわたって述べてきたところであるが、今回は電話相談事業を実施するなかで課題として

提起をした「トリオフォンの活用の在り方と相談の受け方の技術的な配慮」及び「PR の媒

体の利用方法」について述べて、まとめとしたい。 


